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賃借物件に対する資産除去債務の登録方法 

この資料は以下の製品について記述したものです。 

・固定資産奉行Ｖ ERPシリーズ（Ver.1.60以降） 

実務 

賃借契約上、原状回復義務を負う場合には、会計基準上は「資産除去債務」に該当するとされています。 

固定資産奉行Vにおける賃借物件の原状回復義務に関する資産除去債務の登録方法について、説明し

ます。 

 

 

■賃借物件に対しての内部造作が、資産登録されている場合 

 対象が賃借店舗や賃借オフィスの場合には、内部造作に対する原状回復義務が 

 資産除去債務の対象となります。 

 賃借店舗や賃借オフィスの月々の賃借料は、支払の都度費用処理する為、 

 資産登録されていなかったとしても、内部造作が資産登録されているケースがあります。 

 その場合は、内部造作に対して資産除去債務を登録してください。 

  

 内部造作の例：「○○電源工事」、「更衣室設置工事」、「パーティション設置工事」等 

 

 

■賃借物件に対しての内部造作が、資産登録されていない場合 

 資産除去債務情報を登録する対象の資産が固定資産奉行V上で管理されていない場合は、 

 次頁の方法で登録してください。 
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 登録方法 

賃借物件に対しての内部造作が、資産登録されていない場合の資産除去債務を登録するための方法 

【操作方法】 

   [資産管理]-[資産登録]-[資産登録]メニューを開き、以下のような資産を登録します。 

① 取得日付/供用日付には、賃借物件の契約開始日付を入力します。(【図１】参照) 

② 取得価額を０円にします。(【図１】参照) 

③ [償却]ページの税務の償却方法を『0：非償却』にします。(【図１】参照) 

  (注)除去費用の減価償却費を別表に出力したい場合、④と同じ償却方法を指定します。 

別表16-1[定額法]または別表16-2[定率法]メニューの設定で、「除去費用の減価償却費」を「出力する」に 

することで、除去費用の減価償却が別表に出力されます。 

④ [償却]ページの会計の償却方法は、資産計上した除去費用を減価償却するための償却方法を

指定します。 (【図１】参照) 

  (注)『3：旧定額法』または『4：旧定率法』を選択した場合、残存価額を10％・償却可能限度額を5％にしてください。 

⑤ [償却資産税]ページの資産の種類を『0：申告対象外』にします。(【図２】参照) 

⑥ 当該資産に対して[除去債務]ページにて、除去債務の情報を登録してください。(【図３】参照) 

 【図１】 

 

② 

③ ④ 

『0：非償却』にすることで 

別表に出力されることを 

防ぎます。 

※別表に出力する必要があ

る場合、④と同じ償却方法を

選択してください。 

除去費用を減価償却するため

の償却方法を選択してください。 

賃借物件につき本来資産登

録されないため取得価額を 

0円とします。 

① 

資産除去債務計上日付には

取得日付より前の日付は 

入力できないからです。 
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【図２】   

 

 【図３】 

 

以 上 

⑤ 

『0：申告対象外』にすることで 

償却資産税申告書に出力されることを

防ぎます。 

⑥ 


